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６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

（１）国（独立行政法人を含む。）の組織体制の充実・強化 

① 消費者行政体制の更なる整備等（所管法律の点検・評価及び他の法律への関与

の在り方等の検討・措置） 

毎年度、消費者庁へ移管・共管となった各法律の執行状況の点検・評価を行う。

また、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り

方、消費者行政に係る体制の更なる整備等について検討を行い、必要な措置を講ず

る。【消費者庁、消費者委員会】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

平成27年９月に「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法

等の一部を改正する法律」が成立し、内閣府が所管していた消費者問題に関する事項の総合調整事務

は平成28年４月１日に消費者庁に移管された。 

「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について（平成28年９月１日まち・ひと・しごと創

生本部決定）」において、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした新しい消費者行政の

発展の拠点として、徳島県に「消費者行政新未来創造オフィス」を平成29年度に開設することとされ

ており、関連する予算要求、機構定員要求を実施した。 

また、消費者庁政策評価基本計画に従い、毎年８月に前年度の消費者庁の政策を評価した上で政策

評価書を公表した。それぞれ、政策評価の結果を踏まえ、消費者行政の体制整備のための予算要求、

機構定員要求を実施した。 

財産被害防止のための機能強化として、平成30年度定員要求において特商法等の特別調査に係る６

人の定員増を確保（平成30年度の消費者庁の定員は、対前年度比12人増の346人）した。また、法曹

資格者など法執行に係る専門家を活用しているところ、平成30年度から、１人増の13人体制とするこ

ととしている。 

【消費者庁】 

「政府機関の地方移転にかかる今後の取組について（平成28年９月１日まち・ひと・しごと創生本

部決定）」に基づき、消費者委員会では、消費者庁や国民生活センターの徳島県での取組につき、消

費者行政の進化等の観点から成果を検証し、提言・助言を行うとともに、３年後目途の「消費者行政

新未来創造オフィス」の取組の検証・見直しに当たっての意見を述べることとされている。このた

め、必要な重要事項について調査審議するため、平成29年11月に「消費者行政新未来創造プロジェク

ト検証専門委員会」を設置し、同年12月以降、専門調査会を開催した。【消費者委員会】 

 

② 消費者庁における国際担当の体制強化 

消費者庁内の国際関係業務の強化のため、国際担当者を設置するとともに庁内の

国際担当者間の連携を強化する。【消費者庁】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

消費者庁の国際業務実施体制整備等のため、平成28年度から国際室を設置し、定員を新規増員し

た。以後平成28年度には、庁内他課国際担当者と連携して国際会議に参加した。【消費者庁】 
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③ 消費者委員会の事務局体制の充実・強化等 

消費者委員会が独立して消費者行政全般についての監視機能を十全に果たすこと

を担保するため、その事務局体制の充実･強化を図る。また、消費者庁を始め関係省

庁は、消費者庁及び消費者委員会設置法第８条の規定に基づく消費者委員会からの

資料の提出の要求等に対し、迅速かつ適切に対応する。【内閣府、関係省庁等】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

消費者委員会では、平成28年度に１名の定員増を実施するとともに、消費者委員会において、「身

元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」（平成29年1月31日）の公表、

「教育・保育施設における事故情報の収集及び活用に関する建議」（平成26年11月４日）、「美容医

療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」（平成27年７月７日）、「電子マ

ネーに関する消費者問題についての建議」（平成27年８月18日）、「商業施設内の遊戯施設における

消費者安全に関する建議」（平成27年８月28日）、「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策

と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」（平成28年４月12日）、「身元保証等高齢

者サポート事業に関する消費者問題についての建議」（平成29年１月31日）に係るフォローアップを

実施した。また、平成29年度は、消費者契約法の規律の在り方についての答申（二次答申）、食品表

示基準の一部改正にかかる答申を含む７本の答申を発出した。【内閣府】 

 

④ 障害者の消費者被害の防止策の強化 

高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会における課題を整理する

など、消費生活センター等における障害者の消費生活相談への対応方策について検

討を行う。 

国民生活センターにおいて、障害者からの消費生活相談に対する取組を推進す

る。また、国民生活センターのウェブサイトにおける音声読み上げソフトへの対

応、弱視、色覚障害者への配慮等の措置を実施するほか、「くらしの豆知識」のデ

イジー版を作成・配布するなど、障害者に配慮した情報提供を実施する。【消費者

庁】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

平成27年度に消費生活センター等へのアンケート調査により、ＦＡＸ・メールによる相談受付の状

況調査を行い、障害者等への相談受付体制についての課題の整理を行い、「高齢消費者・障害消費者

見守りネットワーク連絡協議会」のフォローアップ会議を開催し、状況調査について報告を行うとと

もに先進的取組事例のヒアリング等を行った。また、国民生活センターにおいて、障害者からの消費

生活相談に対する体制整備として、障害者からの消費生活相談の受付状況を把握するとともに（平成

27年度:58件、平成28年度:71件、平成29年度：31件）、引き続き障害者からの消費生活相談を実施し

た。また、障害者への相談対応をさらに充実させるため、平成29年９月に、所管庁による障害者差別

解消法に関する研修を行った。 

弱視、色覚障害者等に配慮する観点からは、国民生活センターのウェブサイトについて音声読み上

げソフトへの対応、弱視、色覚障害者への配慮等の措置を実施しているしたほか、平成29年度は、ウ
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ェブアクセシビリティ調査（JIS X 8341-3:2016に基づく検証）を実施し、弱視、色覚障害者への配

慮等の措置に関して問題が存在する個所の改善を行った。 

「くらしの豆知識」については2017年版をカラーユニバーサルデザインに配慮して作成するととも

に、各年度においてデイジー版を作成配布した。また、2018年版ではNPO法人カラーユニバーサル機

構のCUDマークを取得した。【消費者庁】 

 

⑤ 国民生活センターによる消費生活センター等への相談支援機能強化 

消費生活センター等への相談支援機能を強化するため、国民生活センターにおい

て、経由相談を強化するとともに、お昼の消費生活相談、「消費者ホットライン」

を通じた消費生活センター等のバックアップに取り組む。また、越境消費者トラブ

ルに関する相談対応を実施し、海外の相談機関と連携して消費者に対し内容に応じ

た助言や情報提供を行い、問題解決を図る。 

国民生活センター及び消費生活センター等による消費者相談 110 番について、消

費者の被害状況等に鑑みて、相談を実施するテーマ等を検討し、相談対応を行う。

【消費者庁】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

平成2928年度は、経由相談を4,6807,589件、平日バックアップ相談を2,3923,729件、お昼の消費生

活相談を1,953件、土日祝日相談を4,4253,032件受け付けた（平成2928年４月から平成29年11３月ま

でのＰＩＯ－ＮＥＴ登録分）（平成27年度：経由相談は7,116件、平日バックアップ相談は3,518件、

お昼の消費生活相談は3,036件、土日祝日相談は5,571件、平成28年度：経由相談は7,589件、平日バ

ックアップ相談は3,740件、お昼の消費生活相談は3,021件、土日祝日相談は5,431件）。 

相談処理の専門性の強化を図るため、法律、自動車、土地・住宅、美容医療に加え平成27年10月か

ら新たに「決済手段」についても高度専門相談の実施を開始した。 

また、国民生活センター越境消費者センターにおいて、平成27年６月から越境消費者相談の受付を

開始し、平成2928年度（11月末時点）は、2,5414,473件（平成27年度：4,299件、平成28年度：4,473

件）の相談を受け付け、海外提携機関12機関と連携し消費者に対して内容に応じた助言や情報提供を

行った。そのうち２件について、ウェブサイトで公表した。 

さらに、国民生活センターにおいて、平成28年４月28日から７月14日までの間、「熊本地震消費者

トラブル110番」を実施し、875件の相談を受け、その結果を公表した。また、平成29年９月1415日か

ら及び16日までに「アクティブシニアのトラブル増加！60歳以上の消費者トラブル110番」を実施

し、8895件の相談を受け、その結果を公表した（平成27年度は、９月10日から及び11日までに「ねら

われてます！高齢者 悪質商法110番」を実施し、12件の相談を受け、いずれの年度もその結果を公

表した。平成28年度は、平成29年度と同様のタイトルで9月15日及び16日に実施し、95件の相談を受

けた。）。【消費者庁】 

 

⑥ 消費者政策の推進等に向けた関係省庁等の連携強化 

消費者政策担当課長会議等を機動的に開催し、関係省庁等と連携して消費者政策

の推進等を図る。【消費者庁、関係省庁等】 
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＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

消費者政策担当課長会議を開催（平成27年度：平成27年９月、平成28年度：平成28年12月、平成29

年度：平成29年11月）し、消費者政策における取組等の状況報告や意見交換を行った。【消費者庁、

関係省庁等】 

 

⑦ 消費者・生活者を主役とする行政を担う国家公務員の意識改革 

「消費者・生活者を主役とする行政を担う国家公務員の意識改革」の具体化に向

けた施策として、人事院と消費者庁との共催により本府省審議官級に昇任した職員

を対象に、消費生活センター等における窓口業務を体験する研修を実施する。【消

費者庁、人事院】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

平成 29 年度（12 月１日現在）は、2434 府省等から延べ 47147 人が本研修に参加した（平成 27 年

度：24 府省等 74 名、平成 28 年度：27 府省等 73 人）。また、研修終了後に実施したアンケートで

は、回答者の 95.78％（平成 27 年度：94.2％、平成 28 年度：97.3％）が本研修は今後の業務遂行に

「有益」であると回答した。【消費者庁、人事院】 

 

⑧ 消費者からの情報・相談の受付体制の充実 

消費者からの①商品や役務、事業者等、②所管の法律・制度、③所管法に関わる

違反疑い・事例などに関する情報・相談・提案を受け付ける体制を維持・強化して

充実に努める（主な窓口は別表３（●179 頁）のとおり。）。 

また、障害者等の利便性の向上を図る観点から、窓口ごとに受付手段（電話、Ｆ

ＡＸ、メール、ウェブサイト受付窓口等）の拡充について検討し、可能なものにつ

いて対応する。【消費者庁、関係省庁等】 

＜平成27年度～平成2928年度の実績＞ 

各窓口での消費者からの情報・相談の受付体制について、関係省庁等の状況は別表３（●179頁）

のとおり。なお、平成29年11月の消費者政策担当課長会議においては、受付体制の状況を把握すると

ともに、受付体制の維持・強化を促した。【消費者庁、関係省庁等】 
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